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中央区みらい協働プロジェクト実行委員会設置要綱 

 

 (設置) 

第１条 中央区の地域課題について、広く区民が参画し、その解決や活性化に向け

た具体的な取組を推進する中央区みらい協働プロジェクト(以下「プロジェクト」

という。)の実行組織として、区役所に中央区みらい協働プロジェクト実行委員会

(以下、「実行委員会」という。）を設置する。 

 (所掌事務) 

第２条 実行委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）プロジェクトの実施事業(以下「プロジェクト事業」という。)の実現化方策

の検討及び実施に関すること。 

（２）プロジェクト事業の実施における関係団体との連絡調整に関すること。 

（３）プロジェクト事業の進行管理、評価・検証及び必要な見直しに関すること。 

（４）その他プロジェクトの実行に必要な事項に関すること。 

２ 前項各号の実施にあたり、次に掲げる事項に配慮する。 

（１）地域の活動団体等の幅広い主体との連携 

（２）男女共同参画及び若者の参加 

(委員) 

第３条 実行委員会は、別表に掲げる団体等から選出された委員で構成する。ただ

し、原則として中央区内の団体に限る。 

２ 委員の任期は１年とする。ただし、新たな委員が選出されるまでの間、任期を

延長することができる。 

３ 委員は再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(役員) 

第４条 実行委員会に理事５名及び監事２名を置く。 

（１）理事及び監事は、委員の互選により決定する。 

（２）委員長１名及び副委員長２名を理事の中から決定する。 

（３）委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。 

（４）副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 
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（５）監事は、実行委員会の事業に係る予算の執行等の監査を行う。 

（６）理事は、役員会を構成し、この要綱の定めるところにより、職務を遂行する。 

(役員会) 

第５条 実行委員会に、実行委員会の会議を効率的に進め、かつ、実行委員会の事

業を効果的に実施するため、役員会を設置する。 

２ 役員会は、委員長が招集し、議長となる。 

３ 役員会は、実行委員会の会議の議題の整理及び実行委員会の会議結果に基づく

事業実施に必要な調整等を行う。 

４ 役員会は、実行委員会の会議で審議すべき事項について、次の場合において専

決処分することができる。 

（１）緊急その他のやむを得ないとき。 

（２）軽微若しくは定例的な事項と認められるとき。 

５ 前項の規定により専決した事項は、実行委員会の会議で報告する。 

(組織) 

第６条 実行委員会に、プロジェクト事業の方向性を決定するグループ(以下「検討

グループ」という。)、プロジェクト事業を実行するグループ(以下「実行グルー

プ」という。）及びプロジェクトの戦略的な広報宣伝を行う広報宣伝部を設置する。 

２ 検討グループは、役員会が兼ねる。 

３ 実行委員会の委員は、原則として実行グループ又は広報宣伝部を担当する。 

４ 実行グループは、事業の進捗を踏まえ、適切な人材を委員として随時追加でき

るものとする。 

５ 各実行グループ及び広報宣伝部にはリーダー１名及びサブリーダー１名を置く。 

(会議) 

第７条 実行委員会の会議は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１）事業計画に関すること。 

（２）予算及び決算に関すること。 

（３）その他委員会の運営に関する重要な事項 

２ 会議は、委員長が招集し、会議の議長になる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
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５ 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞く

ことができる。 

(書面表決等) 

第８条 やむを得ない理由のために実行委員会又は役員会が開催できない場合、各

会議の構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決すること

ができる。 

２ 前項の場合における前条の適用については、その会議の構成員は出席したもの

とみなす。 

(区民会議との連携) 

第９条 実行委員会は、プロジェクト事業の検討及び実施にあたり、区民会議に必

要な情報提供を行うとともに、区民会議の意見を尊重するものとする。 

 (事務局) 

第１０条 実行委員会の事務は、中央区役所区政策課及び地域振興課が処理する。 

 (委任) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営その他必要な事項は、

実行委員会で協議して定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

 

 別表(第３条関係) 

委員選出団体等 

自治会連合会(市・地区) 

地区社会福祉協議会 

民生委員児童委員協議会 

公民館連絡協議会 

市民活動団体 

大学及び短期大学 

広報・メディア関係団体 
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その他地域活動や市民活動等に積極的に取り組む団体又は個人 

 


